
 

原管発官 R2第 118号 

令和 2年 8月 19日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                       東京電力ホールディングス株式会社 

                        代表執行役社長  小 早 川 智 明 

 

柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の

規定に基づき，令和元年 9 月 26 日付け，原管発官 R1 第 87 号をもって変更認可申請し

ました，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書について，下記の通

り補正いたします。  

 

記 

 

柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書を以下のとおり補正する。  

・申請書の変更の内容及び変更の理由を添付１に示すとおり変更する。 

・申請書の別添「柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表」を添付２

に示すとおり変更する。 

・申請書の添付資料「柏崎刈羽原子力発電所２号炉 高経年化技術評価書」を添付３

に示すとおり変更する。 

 

 

以 上 



 

添付１ 

 

１．変更の内容 

昭和 59年 11月 1日付 59資庁第 12588号をもって認可を受け，昭和 60年 6月 20日付

60 資庁第 7424 号，昭和 60 年 7 月 2 日付 60 資庁第 8744 号，昭和 60 年 9 月 18 日付

60 資庁第 11641 号，昭和 62 年 6 月 29 日付 62資庁第 4304 号，昭和 63年 2 月 4 日付

62 資庁第 16333 号，平成元年 3 月 31 日付元資庁第 3496 号，平成元年 6 月 27 日付元

資庁第 6829号，平成元年 11月 7日付元資庁第 13292号，平成 2年 3月 23日付 2資庁

第 1878 号，平成 3 年 11 月 1 日付 3 資庁第 11371 号，平成 4 年 9 月 25 日付 4 資庁第

9740 号，平成 5 年 5 月 17 日付 5 資庁第 1424 号，平成 5 年 9 月 22 日付 5 資庁第 9767

号，平成 7 年 2 月 23 日付 7 資庁第 1199 号，平成 7 年 9 月 5 日付 7 資庁第 8715 号，

平成 7 年 11 月 22 日付 7 資庁第 11868 号，平成 8 年 6 月 14 日付 8 資庁第 6100 号，平

成 8 年 6 月 25 日付 8 資庁第 7478 号，平成 8 年 9 月 25 日付 8 資庁第 9733 号，平成 9

年 1 月 31 日付平成 09･01･09 資第 08 号，平成 9 年 4 月 7 日付平成 09･03･13 資第 30

号，平成 9年 9月 30日付平成 09･07･22資第 16号，平成 10年 10月 29日付平成 10･09･

04資第 5号，平成 11年 8月 18日付平成 11･07･23資第 20号，平成 11年 12月 14日付

平成 11･11･05資第 17号，平成 12年 6月 12日付平成 12･05･19資第 4号，平成 13年 1

月 5 日付平成 12･08･31資第 15 号，平成 13 年 3 月 12 日付平成 13･02･15 原第 23号，

平成 13年 3月 30日付平成 13･03･23原第 18号，平成 13年 10月 10日付平成 13･09･11

原第 5号，平成 13年 12月 21日付平成 13･12･06原第 2号，平成 14年 3月 18日付平成

14･02･22 原第 10 号，平成 14年 5月 7日付平成 14･03･28 原第 1 号，平成 14年 6月 20

日付平成 14･06･05原第 13号，平成 14年 8月 28日付平成 14･07･12原第 9号，平成 14

年 9月 27日付平成 14･08･29原第 12号，平成 14年 10月 30日付平成 14･10･18原第 16

号，平成 15年 5月 8日付平成 15･04･07原第 6号，平成 15年 7月 23日付平成 15･06･30

原第 50号，平成 15年 10月 22日付平成 15･09･25原第 4号，平成 15年 12月 17日付平

成 15･11･17 原第 11 号，平成 16 年 5 月 24 日付平成 15･12･24 原第 26 号，平成 16 年 6

月 18 日付平成 16･05･28原第 38号，平成 16年 10 月 27日付平成 16･08･27 原第 3 号，

平成 17 年 4 月 4 日付平成 17･03･16原第 4 号，平成 17 年 7 月 27 日付平成 17･07･12原

第 8 号，平成 17 年 9 月 16 日付平成 17･09･01 原第 7 号，平成 17 年 12 月 20 日付平成

17･12･06原第 6号，平成 18年 2月 22日付平成 18･01･27原第 17号，平成 18年 7月 18

日付平成 18･06･30 原第 21 号，平成 19 年 3 月 19 日付平成 19･03･05 原第 11 号，平成

19年 7月 9日付平成 19･06･22原第 10号，平成 19年 8月 31日付平成 19･07･31原第 18

号，平成 19年 10月 16日付平成 19･09･28原第 44号，平成 19年 12月 13日付平成 19･

09･28原第 40号，平成 19年 12月 13日付平成 19･11･30原第 15号，平成 19年 12月 25

日付平成 19･12･14 原第 11 号，平成 20 年 4 月 17 日付平成 20･04･03 原第 14 号，平成

20 年 6 月 17 日付平成 20･05･29 原第 19 号，平成 20 年 8 月 22 日付平成 20･07･11 原第



 

28号，平成 20年 10月 24日付平成 20･10･10原第 8号，平成 20年 12月 12日付平成 20･

10･31 原第 14 号，平成 21 年 2 月 12 日付平成 21･01･28 原第 12 号，平成 21 年 11 月 25

日付平成 21･10･30 原第 11 号,平成 22 年 1 月 22 日付平成 21･12･16 原第 9 号，平成 22

年 6月 14日付平成 22･05･26原第 3号，平成 23年 5月 6日付平成 23･04･08原第 31号，

平成 23 年 5 月 11 日付平成 23･04･21 原第 7 号，平成 23 年 11 月 18 日付平成 23･10･07

原第 34号，平成 24年 1月 13日付平成 23･12･13原第 16号，平成 24年 9月 6日付 20120720

原第 27号，平成 25年 7月 5日付原管 B発第 1307054号，平成 25年 8月 12日付原管 B

発第 1308121号，平成 25 年 12 月 11 日付原管 B発第 1312111号，平成 26 年 12 月 5 日

付原規規発第 1412052 号，平成 27 年 6 月 12 日付原規規発第 1506123 号，平成 27 年 9

月 14 日付原規規発第 1509142 号, 平成 28 年 1 月 7 日付原規規発第 1601078 号，平成

28年 3月 3日付原規規発第 1603034号，平成 28年 3月 24日付原規規発第 16032418号，

平成 28年 12月 5日付原規規発第 1612052号，平成 30年 9月 19日付原規規発第 18091910

号，令和 2年 2月 27日付原規規発第 2002272号，令和 2年 5月 26日付原規規発第 2005265

号及び令和 2 年 7 月 17 日付原規規発第 2007171 号で変更認可を受けた柏崎刈羽原子力

発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定

変更比較表の変更後欄のとおり変更する（ただし，下線は含まない。）。 

 



 

２．変更の理由 

（１）２号炉の原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管理

方針の追加 

２号炉は令和２年９月２８日に運転を開始した日以後３０年を経過することから，

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の第８２条及び保安規定第１０７条の

６に基づき，原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施した。また，この評

価結果を踏まえ施設管理の項目を抽出し，２号炉の長期施設管理方針を策定したこと

から，これを添付４として示すとともに，保安規定第１０７条の６を変更する。 

 



 

 

添付２ 

 

 

 

 

 

 

変更認可申請書のうち 

「別添」の補正 
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柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第１０７条の６ 

各ＧＭは，１号炉及び５号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機器及

び構造物※１（以下，本条において「機器及び構造物」という。）について，営業運転を開始した日以後３

０年を経過する日までに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更す

る場合，あるいはその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評価方法を変更する

場合は，当該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理方針を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※２ 

２．高経年化評価ＧＭは，２号炉，３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉に関し，機器及び構造物について，

営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これに基づき，前

項（１），（２）の事項を実施する。 

３．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申請※３をする場合にお

いては営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これに基づ

き，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

４．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，認可※４を受けた延長期間が１０年を超え

る場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，

これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

５．１号炉及び５号炉の長期施設管理方針は添付４に示すものとする。 

 

※１：動作する機能を有する機器及び構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握され

る箇所を除く。 

※２：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了する日

までの方針。 

※３：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。 

 

 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第１０７条の６ 

各ＧＭは，１号炉，２号炉及び５号炉に関し，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有す

る機器及び構造物※１（以下，本条において「機器及び構造物」という。）について，営業運転を開始した

日以後３０年を経過する日までに実施した以下の事項について，第１１条の２に定める原子炉の運転期間

を変更する場合，あるいはその他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評価方法を

変更する場合は，当該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設管理方針を変更する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定※２ 

２．高経年化評価ＧＭは，３号炉，４号炉，６号炉及び７号炉に関し，機器及び構造物について，営業運転

を開始した日以後３０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これに基づき，前項（１），

（２）の事項を実施する。 

３．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申請※３をする場合にお

いては営業運転を開始した日以後４０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これに基づ

き，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

４．高経年化評価ＧＭは，機器及び構造物について，各号炉毎，認可※４を受けた延長期間が１０年を超え

る場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定め，

これに基づき，第１項（１），（２）の事項を実施する。 

５．１号炉，２号炉及び５号炉の長期施設管理方針は添付４に示すものとする。 

 

※１：動作する機能を有する機器及び構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握され

る箇所を除く。 

※２：３０年を経過する日までに策定する場合は１０年間の，それ以外の場合は延長する期間が満了する日

までの方針。 

※３：原子炉等規制法第４３条の３の３２第４項に規定される申請をいう。 

※４：原子炉等規制法第４３条の３の３２第２項に規定される認可をいう。 

 

 

２号炉の原子炉施

設の経年劣化に関

する技術的な評価

の実施に伴う長期

施設管理方針の追

加 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付４ 長期施設管理方針 

 

（第１０７条の６関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付４ 長期施設管理方針 

 

（第１０７条の６関連） 

 

（変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（１）１号炉 長期施設管理方針（始期：平成２７年９月１８日，適用期間：１０年間） 

 高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし※１。 

 

 

（２）５号炉 長期施設管理方針（始期：令和２年４月１０日，適用期間：１０年間） 

 高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし※１。 

 

 ※１：冷温停止状態が維持されることを前提とした評価による。 

 

（１）１号炉 長期施設管理方針（始期：平成２７年９月１８日，適用期間：１０年間） 

 高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし※１。 

（２）２号炉 長期施設管理方針（始期：令和２年９月２８日，適用期間：１０年間） 

 高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし※１。 

（３）５号炉 長期施設管理方針（始期：令和２年４月１０日，適用期間：１０年間） 

 高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなし※１。 

 

 ※１：冷温停止状態が維持されることを前提とした評価による。 

 

２号炉の原子炉施

設の経年劣化に関

する技術的な評価

の実施に伴う長期

施設管理方針の追

加 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

附  則 
 

 

 

 

 

 

 

附則（令和２年７月１７日 原規規発第 2007171号） 

（施行期日） 

第１条  

この規定は，令和２年７月２７日から施行する。 

２. 添付２の「柏崎刈羽原子力発電所管理区域全体図」，「５・６・７号機全体図」及び「７号機原子炉建屋

２階，１階」の変更は，管理区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３. 添付３の「柏崎刈羽原子力発電所保全区域図」の変更は，保全区域の変更をもって適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

 

（省略） 

 

附  則 
 

 

附則（    年  月  日         号） 

（施行期日） 

第１条 

  この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，令和２年９月２８日から施行する。 

 

附則（令和２年７月１７日 原規規発第 2007171号） 

（施行期日） 

第１条  

２. 添付２の「柏崎刈羽原子力発電所管理区域全体図」，「５・６・７号機全体図」及び「７号機原子炉建屋

２階，１階」の変更は，管理区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３. 添付３の「柏崎刈羽原子力発電所保全区域図」の変更は，保全区域の変更をもって適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

２号炉は平成２年

９月２８日より運

転を開始し，令和

２年９月２８日に

運転開始から３０

年を経過する。 

長期施設管理方針

は，３０年を経過

した日を始期とし

て，その後１０年

間を適用期間とす

る。 

 



 

 

添付３ 

 

 

 

 

 

 

変更認可申請書のうち 

「添付資料」の補正 

 



 

 

添付資料 

・柏崎刈羽原子力発電所２号炉 高経年化技術評価書 

 

 


